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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第648号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定
した。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援
事業者の指定　 （障害者支援課）  991
○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援
事業者の廃止　 （　　 〃 　　）  992
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービス事業者の指定　 （　　 〃 　　）  993
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービス事業者の廃止　 （　　 〃 　　）  996
○公共測量の実施　 （用地課）  998
○公共測量の終了　 （　〃　）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （山城広域振興局）  998
○道路の位置の指定　 （乙訓土木事務所）  999
○都市計画法に基づく工事完了　 （建築指導課）   〃

府　　議　　会

○府議会定例会の開閉　   〃
○意見書　   〃

公 安 委 員 会

○技能検定員審査及び教習指導員審査の実施　   〃
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京都府告示第649号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により、次のとおり、指定障害児通所支援事業者
から廃止の届出があった。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第650号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する指
定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第651号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、
次のとおり、指定障害福祉サービス事業者から廃止の届出があった。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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１　測量の地域
　　八幡市全域
２　測量の期間
　　令和６年12月25日から令和７年３月17日まで
３　測量の種類
　　公共測量（数値地形図データ作成）

京都府告示第655号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和６年京都府告示第357号）が令和６年11月５日
終了した旨測量計画機関の長である京都市長から通知が
あった。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　京都市左京区久多川合町地内

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　コーナン商事株式会社
　　　堺市西区鳳東町四丁401番地１
　　　代表取締役　疋田　直太郎
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　ホームセンターコーナン精華台店
　　　相楽郡精華町精華台６丁目２番地
　⑶　変更の内容

京都府告示第652号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である国土交通省近畿
地方整備局淀川河川事務所長から通知があった。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　桂川流域、宇治川流域、木津川流域、東高瀬川流域
及び山科川流域
２　測量の期間
　　令和６年11月13日から令和７年２月28日まで
３　測量の種類
　　公共測量（河川定期縦断測量（３級水準測量））

京都府告示第653号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である京都府中丹広域
振興局長から通知があった。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　綾部市栗町及び位田町地内
２　測量の期間
　　令和６年12月16日から令和７年３月31日まで
３　測量の種類
　　公共測量（４級基準点測量）

京都府告示第654号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である八幡市長から通
知があった。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長５の４、５の
28の一部、11の９の一部、11の10の一部、12の１、13
の１の一部、14の１の一部
　　（関連区域）
　　相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長５の２の一
部、５の３の一部、５の６の一部、12の２、祝園西一
丁目113の一部、町有地
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　相楽郡精華町大字植田小字上山111
　　森西　良子
　　相楽郡精華町大字植田小字上山111
　　森西　光洋

府　　議　　会

１　府議会定例会の開閉
　　令和６年12月２日に招集された12月府議会定例会
は、令和６年12月19日閉会した。
２　意見書
　　令和６年12月19日次の意見書を可決した。
　⑴　北陸新幹線敦賀・新大阪間の整備に関する意見書
　⑵　災害時のリダンダンシー確保及び能登半島復興支
援に向けた特急「サンダーバード」をはじめとする
鉄道網の充実を求める意見書

　⑶　カスタマーハラスメント対策の強化を求める意見
書

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

コーナン商
事株式会社
堺市西区鳳
東 町 四 丁
401番地１
代表取締役
疋田　直太
郎

コーナン商
事株式会社
堺市西区鳳
東 町 四 丁
401番地１
代表取締役
疋田　直太
郎
ほか１業者

令
 5.10. 5 小売業を行う

者の出店のた
め

２　届出年月日
　　令和６年11月29日
３　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和６年12月27日から令和７年４月28日まで
５　意見書の提出先
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和６年12月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定番号 指　定 
年月日

所管土木 
事務所名 道路の位置

道路の 
延　長

道路の 
幅　員

乙第639号
令
 6.12.17

京都府乙
訓土木事
務所

長岡京市下
海印寺菩提
寺28の１

ｍ
28.9

ｍ
最小　6.0
最大　6.0

公　安　委　員　会

京都府公安委員会告示第228号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の２第４項第１号イの規定による技能検定員審査及
び法第99条の３第４項第１号イの規定による教習指導員審査を次のとおり実施する。
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　　令和６年12月27日
京都府公安委員会　　　　　　　
委員長　在　田　　正　秀　　

１　審査の種類
　　次の表の左欄に掲げる運転免許の種類に応じ、同表の右欄に掲げる種類の技能検定員審査及び教習指導員審査を行
う。

運 転 免 許 の 種 類 審　　　査　　　の　　　種　　　類

大 型 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大　　　型） 教 習 指 導 員 審 査（大　　　型）

中 型 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（中　　　型） 教 習 指 導 員 審 査（中　　　型）

準 中 型 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査 （準　中　型） 教 習 指 導 員 審 査（準　中　型）

普 通 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（普　　　通） 教 習 指 導 員 審 査（普　　　通）

大 型 特 殊 自 動 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大　　　特） 教 習 指 導 員 審 査（大　　　特）

大 型 自 動 二 輪 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大　自　二） 教 習 指 導 員 審 査（大　自　二）

普 通 自 動 二 輪 車 免 許 技 能 検 定 員 審 査（普　自　二） 教 習 指 導 員 審 査（普　自　二）

牽
けん

引免許（法第85条第３項の牽
けん

引自動
車で同項の重被牽

けん

引車を牽
けん

引している
もの）

技 能 検 定 員 審 査（牽
けん

　　　引） 教 習 指 導 員 審 査（牽
けん

　　　引）

大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 技 能 検 定 員 審 査（大 型 二 種） 教 習 指 導 員 審 査（大 型 二 種）

中 型 自 動 車 第 二 種 免 許 技 能 検 定 員 審 査（中 型 二 種） 教 習 指 導 員 審 査（中 型 二 種）

普 通 自 動 車 第 二 種 免 許 技 能 検 定 員 審 査（普 通 二 種） 教 習 指 導 員 審 査（普 通 二 種）

２　審査の内容、期日及び場所

審　　　査　　　の　　　内　　　容 審　査　の　期　日 審　査　の　場　所

技能検定員審査に係る審査項
目のうち技能検定に関する知
識

技能検定員審査等に関する規
則（平成６年国家公安委員会
規則第３号。以下「規則」と
いう。）第17条又は附則第３
条第１項の規定に該当する者
については、それぞれの規定
に定めるところにより、審査
細目についての審査を免除す
る。

令和７年２月10日（月）、令
和７年２月12日（水）、令和
７年２月13日（木）、令和７
年２月14日（金）及び令和７
年２月17日（月）

京都市伏見区羽束師古川町647
番地
　京都府警察自動車運転免許試
験場

教習指導員審査に係る審査項
目のうち教習に関する知識

技能検定員審査に係る審査項
目のうち技能検定に関する技
能

教習指導員審査に係る審査項
目のうち教習に関する技能

３　審査の申請手続
　⑴　申請の受付期間
　　　令和７年１月14日（火）から令和７年１月24日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。受付時間は、午前９時か
ら午後４時までとする。）とする。

　⑵　申請の受付場所
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　　　京都市伏見区羽束師古川町647番地　京都府警察本部交通部運転免許試験課（京都府警察自動車運転免許試験場内）
　⑶　申請に必要な書類等
　　ア　技能検定員審査申請書又は教習指導員審査申請書
　　イ　写真（技能検定員審査申請書又は教習指導員審査申請書提出の日前６箇月以内に撮影した、無帽・正面・上三

分身・無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもの）１枚
　　ウ　運転免許証（受けようとする種類の技能検定員審査又は教習指導員審査に用いられる自動車を運転することが

できる運転免許に係るもの）
　　エ　審査細目についての審査を免除される者であることを証する書面（規則第17条又は附則第３条第１項の規定に

より、審査細目についての審査を免除される者に該当することを証するもの）
　⑷　審査手数料
　　　京都府警察手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府規則第５号）別表第１に定める額を現金等により納付する
こと。

４　その他
　⑴　技能検定員審査申請書又は教習指導員審査申請書は、京都府警察本部交通部運転免許試験課（京都府警察自動車
運転免許試験場内）において配布する。

　⑵　審査当日は、運転免許証及び筆記用具を持参すること。
　⑶　審査についての問合せは、京都府警察本部交通部運転免許試験課運転者教育室教習所係（電話075-631-5181（代
表）内線453）に行うこと。

本号241227E.indd   1001本号241227E.indd   1001 2024/12/25 水   11:02:522024/12/25 水   11:02:52


